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「みなとマリアージュ制度」の導⼊に伴う高齢者集合住宅等及び 

障害者住宅における⼊居資格者の拡⼤について 

 

１ 概 要 

令和 2 年 4 ⽉１⽇から、港区における性的指向に関する制度「みなとマリアージュ制

度」が導⼊される予定です。 

みなとマリアージュ制度の導⼊に当たり、本制度の主旨を踏まえ、誰もが、性的指向

や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と家族として暮らすことができるよう、高

齢者集合住宅、ケアハウス及び障害者住宅において、親族に限定していた⼊居資格者に、

本制度の利⽤者を加えることとします。  

 

２ 対象住宅等 

（１）港区⽴高齢者集合住宅 １住宅（⼆人⽤４⼾） 

（２）港区⽴ケアハウス  １住宅（⼆人⽤ 4 ⼾） 

（３）港区⽴障害者住宅  １住宅（世帯⽤７⼾、世帯⽤（⾞いす対応）２⼾） 

 

３ 今後の主なスケジュール（予定） 

令和２年 ２⽉〜  令和２年港区議会第１回定例会（関連する条例の改正） 
     ４⽉  改正条例施⾏ 
     既存⼊居者等への周知 
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